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 このたびは「みやざき材の家」県産材消費緊急支援事業をご利用いただきありがとうございます。 

当事業の「新築住宅建設への支援」における柱材の提供方法について、応募要領には「柱材は、申請

者からの申請に基づき、現物により提供する。」と記載があるため、本来ならば施主様に柱の現物支給が

求められるところです。しかしながら、事業および住宅建築の円滑な実施のために、柱材は次のような

手順により提供をさせていただきます。 

 

 

通常（当事業を活用しない場合）どおり柱を木材業者に発注してくだ

さい 

 

 

 

通常どおり施工し、棟上げをしてください。 

 

 

完了届（様式第３号、様式第４号等）と合わせて施工者から宮崎県木

材協同組合連合会に宛てた請求書を発行してください。 

金額は施工者が柱材を購入した金額（税込み）で、〇〇邸柱材と明記

してください。 

 

完了届の内容を確認後、不適合等がなければ県木連から施工者へ柱材

購入代金をお支払いします。 

施主様には値引き等で対応いただくようお願いいたします。 

 

 

 なお、宮崎県木材協同組合連合会（以下「県木連」という。）が行う当該事業は、公的な補助金を財源

としており、社会的にその公的な執行が強く求められます。当然ながら、県木連としても厳正にその執

行を行うとともに、虚偽や不正行為に対しては厳正に対処致しますのでご了承ください。 
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